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第４章 介護保険事業の推進 

（第８期介護保険事業計画） 

 

第１節 第８期介護保険事業計画の推進に向けて 

１．第８期介護保険事業計画（令和３～５年度）の位置付け 

新宿区の介護保険は、新宿区が保険者となって制度の運営を行っています。介護を社

会全体で支えていくという制度の目的から、その財源は、公費で50％、65歳以上の方（第

１号被保険者）と医療保険に加入している40から64歳の方（第２号被保険者）の保険料

の50％でまかなわれています。区は、介護保険法第117条に基づき、３年を１期とする介

護保険事業計画を定めることとされています。この介護保険事業計画は介護サービスの

整備計画であるとともに、区の第１号被保険者の保険料の算定基礎となる計画です。 

第８期介護保険事業計画は、令和７（2025）年に向けて地域包括ケアシステムを推進

するとともに、令和22（2040）年を見据えた介護保険制度の持続可能性の確保に向け取

り組んでいくものです。 
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第２節 要介護認定者等の現状 

１．第１号被保険者数及び要支援・要介護認定者数の推移と将来推計 

第１号被保険者1数は、第６期１年目の平成27（2015）年から令和7（2025）年までは微

増から横ばいへ推移すると見込まれます。一方、要支援・要介護認定者2数は、平成28（2016）

年の介護予防・生活支援サービス事業の開始に伴う要支援者数の減により、一度減少し

ましたが、平成29（2017）年以降は、75歳以上の後期高齢者数が増加することに伴い再び

増加し、要支援・要介護認定率3（以下、「認定率」という）は令和７（2025）年には、22.2%

になると見込まれます。その後、令和22（2040）年には高齢者数が増加する中で、65～74

歳の前期高齢者割合が高くなることに伴い、認定率は20.6%に減少すると見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

注）各年 10月 1日現在 

平成 27～令和元年は実績値、令和 2～7年は令和元年までの実績をもとに推計した値 

令和 22年は 2015年国勢調査に基づく新宿区将来人口推計を基に推計した値 

＜推計値＞ 

第６期 

H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年 R5年 R7年 R22年

第1号被保険者数 67,460人 68,072人 68,712人 68,937人 68,912人 68,871人 68,761人 68,665人 68,734人 68,919人 80,688人

認定者数 13,022人 12,792人 13,374人 13,797人 14,019人 14,294人 14,513人 14,804人 15,038人 15,282人 16,611人

認定率 19.3% 18.8% 19.5% 20.0% 20.3% 20.8% 21.1% 21.6% 21.9% 22.2% 20.6%
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図表 32 第１号被保険者数及び認定者数の推移と将来推計 

第８期 第７期 

（参考）前期・後期別第1号被保険者数の推移

H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年 R5年 R7年 R22年
65～74歳 34,120人 33,982人 33,679人 33,158人 32,397人 32,352人 32,393人 31,056人 29,899人 28,612人 41,345人
75歳以上 33,340人 34,090人 35,033人 35,779人 36,515人 36,519人 36,368人 37,609人 38,835人 40,307人 39,343人
合計 67,460人 68,072人 68,712人 68,937人 68,912人 68,871人 68,761人 68,665人 68,734人 68,919人 80,688人

第6期 第7期 第8期

1 第1号被保険者とは、区内に住所をもつ65歳以上の高齢者で、外国籍の方や住所地特例（介護保険施設等への入所で施設の所在地に住

所を変更した被保険者は、変更前の住所地を保険者とする特例措置）を含みます。このため、住民基本台帳人口とは必ずしも一致し

ません。なお、第2号被保険者は、40～64歳の区民の方で、加齢に伴って生じる特定疾病により介護が必要になった場合、介護保険サ

ービスを受けることができます。 
2 第 1号被保険者の認定者と第 2号被保険者の認定者の合計 
3 第１号被保険者に占める要支援・要介護認定者数の割合 

 

＜推計値＞ 
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注）各年 10月 1日現在 

平成 27～令和元年は実績値、令和 2～7年は令和元年までの実績をもとに推計した値 

令和 22年は 2015年国勢調査に基づく新宿区将来人口推計を基に推計した値 

H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年 R5年 R7年 R22年

要介護５ 1,414人 1,403人 1,476人 1,433人 1,376人 1,393人 1,420人 1,449人 1,475人 1,505人 1,699人

要介護４ 1,595人 1,594人 1,633人 1,697人 1,742人 1,786人 1,823人 1,864人 1,898人 1,937人 2,167人

要介護３ 1,387人 1,401人 1,580人 1,669人 1,639人 1,679人 1,713人 1,747人 1,775人 1,808人 2,013人

要介護２ 1,904人 1,972人 1,984人 2,051人 2,199人 2,246人 2,280人 2,325人 2,359人 2,396人 2,618人

要介護１ 2,349人 2,482人 2,528人 2,651人 2,700人 2,769人 2,813人 2,866人 2,910人 2,947人 3,170人

要支援２ 1,866人 1,757人 1,870人 1,930人 1,999人 2,008人 2,032人 2,070人 2,102人 2,134人 2,279人

要支援１ 2,507人 2,183人 2,303人 2,366人 2,364人 2,413人 2,432人 2,483人 2,519人 2,555人 2,665人

認定者計 13,022人 12,792人 13,374人 13,797人 14,019人 14,294人 14,513人 14,804人 15,038人 15,282人 16,611人

13,022人 12,792人
13,374人 13,797人 14,019人 14,294人 14,513人 14,804人 15,038人 15,282人

16,611人
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図表 33 要介護度別の認定者数の推移と将来推計 

＜推計値＞ 

第６期    第７期 第８期 
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２．年齢階層別の認定者数と認定率の現状 

年齢階層別で認定率を見ると、年齢が高くなるに従って認定率も増加します。特に、

85～89歳の区分では認定率が約51%となり、およそ２人に１人が認定者となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  （令和元年10月1日実績） 

  

65～69

歳

70～74

歳

75～79

歳

80～84

歳

85～89

歳

90～94

歳

95～99

歳

100歳以

上

第1号被保険者数 15,672人 16,725人 13,819人 10,616人 7,145人 3,658人 1,095人 182人

認定者数 498人 1,031人 1,813人 3,008人 3,634人 2,687人 952人 165人

認定率 3.2% 6.2% 13.1% 28.3% 50.9% 73.5% 86.9% 90.7%
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図表 34 年齢階層別の認定者数と認定率 
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３．サービス別利用者数の実績 

居宅サービス利用者数は、平成20年度以降増加傾向にありましたが、平成28年度に介

護予防訪問介護及び介護予防通所介護が介護予防・生活支援サービス事業へ移行された

ことに伴い減少しました。平成29年度以降は再び増加傾向で推移しており、平成12年度

と令和元年度との比較では、約2.6倍となっています。施設サービス利用者数は、ほぼ横

ばいで推移しています。地域密着型サービス利用者数は平成28年度に小規模通所介護が

居宅サービスから移行されたことに伴い増加しました。平成29年度以降は増加傾向が続

いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(介護保険事業状況報告 各年度末月報実績） 
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8,236 

8,561 
8,866 

9,175 

7,729 

8,174 
8,458 8,564 

1,142 

1,586 1,556 1,579 1,672 1,601 
1,637 1,617 1,639 

666 716 717 689 

1,657 1,699 1,733 1,765 

0 人

1,000 人

2,000 人

3,000 人

4,000 人

5,000 人

6,000 人

7,000 人

8,000 人

9,000 人

10,000 人

H12 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

居宅サービス 施設サービス 地域密着型サービス

○居宅サービス    ：訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所

介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、

特定福祉用具販売、住宅改修、特定施設入居者生活介護、介護予防支援・居宅介護支援 

○施設サービス    ：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 

○地域密着型サービス ：定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症

対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型

共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 

 

 

注）地域密着型サービスは平成 18年度より創設 

図表 35 居宅・施設・地域密着型サービス別利用者の推移  



7 

 

４．サービス別給付費の実績 

居宅サービス費は、利用者数の推移と同様に、平成29年度以降増加傾向を続けており、

平成12年度から令和元年度までに約3.7倍に増加しています。地域密着型サービス費も利

用者数の推移と同様に増加傾向を続けています。施設サービス費は、ほぼ横ばいですが、

一人当たりの利用額が高いため、全体に占める割合は利用者数に比べて高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(介護保険事業状況報告 各年報実績、1億円単位未満四捨五入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(令和元年度実績、千円単位未満四捨五入） 
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120億円

140億円
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居宅サービス 施設サービス 地域密着型サービス

図表 37 サービス別利用者一人当たりの年間給付費 

 

図表 36 居宅・施設・地域密着型サービス別給付費の推移  

注）地域密着型サービスは平成 18年度より創設 
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５．居宅サービス等の平均利用額（月額） 

居宅・地域密着型サービス１人当たりの平均利用額は、要介護度が重度化するに従って

増えています。支給限度額に対する平均利用割合も、重度化するに従って高まっている傾

向が見られます。平成 27年度からはサービス利用時の利用者負担分が、これまでの１割に

加え所得に応じて２割、平成 30年度からは３割の利用者負担が導入されました。 

なお、１か月間の利用者負担額が高額になった場合には、所得に応じた上限額を超える

負担額については、高額介護サービス費として払い戻しを受けることができます。 

令和元年５月の平均利用額の状況は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,636円
42,326円

103,299円

140,604円

205,871円

250,835円

306,622円

50,030円

104,730円

166,920円

196,160円

269,310円

308,060円

360,650円

45.2%

40.4%

61.9%

71.7%
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81.4%
85.0%
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400,000円

450,000円

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

平均利用額 支給限度額 平均利用割合

図表 38 【１割負担の方】居宅・地域密着型サービスの平均利用額（月額） 

図表 39 【２割負担の方】居宅・地域密着型サービスの平均利用額（月額） 
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６．日常生活圏域 

「日常生活圏域」とは、地域包括ケアシステムの実現のために、必要なサービスを身

近な地域で受けられる体制の整備を進める単位で、国では概ね 30分以内にサービスが

提供される範囲としています。 

 新宿区では、高齢者人口や、民生委員・児童委員、町会・自治会、地区協議会などの

地域における活動の単位を考慮して、特別出張所所管 10区域を「日常生活圏域」（四

谷、簞笥町、榎町、若松町、大久保、戸塚、落合第一、落合第二、柏木、角筈）と位置

付けています。 

（p.39「第２章第２節１．日常生活圏域と高齢者総合相談センターの設置」参照。 

図表 40 【３割負担の方】居宅・地域密着型サービスの平均利用額（月額） 

26,237円
46,318円

104,188円

151,941円

205,210円

233,192円

295,661円

50,030円

104,730円
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196,160円

269,310円
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77.5% 76.2% 75.7%
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要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

平均利用額 支給限度額 平均利用割合

注）令和元年５月に居宅サービスと地域密着型サービスを利用した方のサービス利用額。（利用者総数10,191人 
（1割負担：8,166人 2割負担：673人 3割負担：1,352人） 
特定福祉用具購入、住宅改修、地域密着型特別養護老人ホーム、居宅介護支援事業費は含みません。（要支援 
１・２の中には、介護予防・生活支援サービスを含みます。） 
なお、サービス利用時の利用者負担額は、グラフに示した利用額の１～３割分となります。 
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第３節 介護保険サービスの整備計画と量の見込み 

１．地域包括ケアの推進 

  区では、介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる「地域包括ケア」

のさらなる推進に向けて、認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）、

小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護といった地域密着型サービスを

中心に在宅サービスを充実させます。 

 

２．介護保険サービスの充実 

（１）地域密着型サービス等 

 地域密着型サービスは、各区市町村が独自に整備することができる介護保険サービス

であるため、地域包括ケアの推進の中心として整備を進めていきます。 

現在、市谷山伏町で、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護（認知症

高齢者グループホーム）の整備を進めており、令和３年度に開設する予定です。また、

市谷薬王寺町国有地を活用し、特別養護老人ホームに併設するショートステイの整備を

進めており、令和４年度に開設する予定です。 

なお、次の第９期計画（計画期間：令和６～８年度）に向けて、払方町国有地を活用

した認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）等の整備を進めていま

す。 

 

 

①認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

 現況 第７期末現況 第 8 期目標 累計 

事業所 11 12(※1) +2(※2) 14 

定員 180 207(※1) +45(※2) 252 

※1 令和 2年 10月 1日現在、民有地において 1所（定員 27人）公募中 

※2 令和 3年度に市谷山伏町に 1所（定員 18人）開設予定、その他民有地に 1所（定員 27人）公募予定。 

 
 

②小規模多機能型居宅介護 

 現況 第７期末現況 第 8 期目標 累計 

事業所 6 6 +1(※) 7 

定員 162 162 +29(※) 191 

※令和 3年度に市谷山伏町に 1所（登録定員 29人）を開設予定 

図表 41 整備計画 

（現況：令和２年 10月１日現在、第７期末現況：令和２年度末、第８期目標：令和５年度末） 
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③看護小規模多機能型居宅介護 

 現況 第７期末現況 第 8 期目標 累計 

事業所 2 2 0 2 

定員 48 48 0 48 

 

④ショートステイ 

 現況 第７期末現況 第 8 期目標 累計 

事業所 11 11 +1(※) 12 

定員 120 120 +12(※) 132 

 ※令和 4年度に市谷薬王寺町国有地に 1所（定員 12人）を開設予定 

 

（２）特別養護老人ホーム（地域密着型含む） 

在宅生活が困難になった高齢者を支えるため、特別養護老人ホームの整備を進めてお

り、令和４年度には、市谷薬王寺町国有地を活用した特別養護老人ホームが１所開設す

る予定です。 

 

 

 現況 第７期末現況 第 8 期目標 累計 

事業所 9 9 +1(※) 10 

定員 665 665 +84(※) 749 

※令和 4年度に市谷薬王寺町国有地に 1所（定員 84人）を開設予定 

 

 

  

図表 42 整備計画 

（現況：令和２年 10月１日現在、第７期末現況：令和２年度末、第８期目標：令和５年度末） 
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（３）特別養護老人ホームの待機者と整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．各サービスの利用見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■① 

現在精査中 

現在精査中 

■① 

■① 
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第1号

被保険
者

23.0%

第2号被

保険者
27.0%

新宿区
12.5%

東京都
12.5%

国
25.0%

 

４．地域支援事業 

（１）地域支援事業の制度 

 要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括

的・継続的ケアマネジメントを強化する観点から、新宿区が主体となって地域支援事業

を実施します。 

 地域支援事業は、①介護予防・日常生活支援総合事業 ②包括的支援事業 ③任意事業

で構成され、財源構成は下記のとおりです。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

（２）地域支援事業費の見込み 

図表 44 地域支援事業費の見込み 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

介護予防・日常生活支援総合事業 13 億円 14 億円 14 億円 

包括的支援事業 6 億円 6 億円 6 億円 

任意事業 円 円 円 

地域支援事業費合計 18 億円 18 億円 18 億円 

※地域支援事業費総額は素案時点では上限値で算出。 

 

 

 

図表 43 地域支援事業の財源構成 

[介護予防・日常生活支援総合事業] [包括的支援事業][任意事業] 

■

① 

現在精査中 
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第４節 自立支援、重度化防止及び介護給付適正化に向けた取組及び目標 

１．自立支援、介護予防又は重度化防止に向けた取組と目標 

介護保険法第 117条に基づき、第７期介護保険事業計画より被保険者の地域における自

立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは

悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化への取組及び目標を記載し、区市町村は

都道府県へ報告することとされました。自立支援、介護予防又は重度化防止に向けた取組

と目標として、新宿区では以下２事業について東京都へ報告することとしています。 

（１）新宿区オリジナル筋力トレーニング「しんじゅく 100トレ」による地域健康づく

り・介護予防活動支援事業（ｐ.64参照） 

（２）通いの場運営支援（ｐ.79参照） 
 

２．介護給付の適正化に向けた取組と目標（介護給付適正化計画） 

 保険者として介護サービス等を必要とする方に対し認定を適正に行い、適切なケア

マネジメントに基づく真に必要とするサービスを、サービス事業者がルールに従って

提供していく取組を推進します。 

（１）第７期の検証 

＜要介護認定の適正化＞では、認定調査の点検指導及び調査員研修を実施し、認定調

査の精度の確保に努めました。審査判定の傾向を分析し、介護認定審査会委員の連絡

会等で情報提供を行い、合議体間の審査判定基準の平準化を図りました。＜ケアプラ

ン点検＞及び＜住宅改修・福祉用具点検＞は、計画通り実施され、結果は集団指導に

おいて他の事業所にも周知しました。＜縦覧点検・医療情報との突合＞及び＜給付実

績の活用＞も計画通り実施され、過誤申立や、実地指導等での活用につなげました。 

（２）現状と課題 

＜要介護認定の適正化＞では、認定調査の点検指導に多大な時間を要している現状か

ら、認定調査員への指導及び研修をより効果的に実施する必要があります。また介護

認定審査では一次判定から二次判定の重度化率が高い傾向にあることから、業務分析

データ等で結果判定の状況を分析し、審査判定手順及び基準を審査会委員と常に情報

共有していくことが課題となります。＜ケアプラン点検＞では、ケアマネジャーが苦

手とするプロセスがあること、＜住宅改修・福祉用具点検＞では、制度の理解不足の

事業所が存在すること、＜縦覧点検・医療情報との突合＞及び＜給付実績の活用＞で

は、第８期の改正内容を反映した点検の実施などが現状と課題として挙げられます。

また、＜介護給付費通知＞の必要性や効果を改めて検討していきます。 
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（３）第８期の取組方針と目標 

 

 

 

 

事業名及び基本的考え方 
取組目標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

＜要介護認定の適正化＞ 

全国一律の基準に基づいた要介

護認定を適切に実施する。 

・審査会委員の

意識共有化 

・認定調査員へ

の情報提供 

継続 継続 

＜ケアプラン点検＞ 

ケアマネジャーとともにケアプ

ラン内容を確認することにより、

ケアマネジャーの気付きを促し、

自立支援に資するケアマネジメ

ントの実現を目指す。 

・ケアプラン点

検 件数35件 

・点検結果の他

の事業所への

周知 

・ケアプラン点

検 件数38件 

・点検結果の他の

事業所への周

知 

・ケアプラン点

検 件数40件 

・点検結果の他の

事業所への周

知 

＜住宅改修・福祉用具点検＞ 

事業所が介護保険制度の趣旨を

理解することにより、自立支援に

資する住宅改修や福祉用具サー

ビスの実現を目指す。 

・事前申請資料

及び訪問調査

による確認等 

 

継続 継続 

＜縦覧点検・医療情報との突合＞ 

点検により請求内容の誤りを発

見して、適切な処置を事業者に働

きかけることで給付の適正化を

目指す。 

・国保連合会の

帳票等による

縦覧点検及び

医療情報との

突合の実施

（200回） 

継続 継続 

＜介護給付費通知＞ 

利用者に利用実績を通知し、サー

ビス内容と費用を確認してもらう

ことで給付の適正化を目指す。 

・通知の必要

性・効果及び

実施方法につ

いて検討 

・検討結果を反

映 
継続 

＜給付実績の活用＞ 

給付実績の情報を事業者指導等

に活用して、効率的で効果的な指

導を行い、給付の適正化を目指

す。 

・ケアプラン点

検や事業者指

導等における

給付実績の活

用 

継続 継続 
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第５節 第１号被保険者の保険料 

１．給付と負担の関係 

 65歳以上の介護保険料（第１号保険料）は、区市町村（保険者）ごとに決められ、

額はその区市町村の被保険者が利用する介護保険サービスの水準を反映した金額になり

ます。 

新宿区の介護保険料は、３年を１期とする介護保険事業計画期間中のサービス（給付

費）の利用見込量に応じたものとなります。従って、サービスの利用量が増加すれば保

険料は上がり、利用量が減少すれば下がることになります。 

 全国平均の介護保険料基準額（月額）は、第１期の 2,911円から第７期は 5,869円と

約 2.02倍となりました。新宿区の介護保険料基準額（月額）は、第１期の 3,248円か

ら第７期は 6,200円と約 1.91倍です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 45 第 7期までの介護保険料基準額（月額）の推移 

2,911円

3,293円

4,090円 4,160円

4,972円

5,514円

5,869円

3,248円
3,300円

4,300円 4,400円

5,400円

5,900円
6,200円

0円

1,000円

2,000円

3,000円

4,000円

5,000円

6,000円

7,000円

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期

全国平均 新宿区
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２．総給付費の見込み 

  平成 28年度以降、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が地域支援事業へ移行さ

れたことなど、給付費の減少要因もありましたが、高齢化の進展に伴う要介護認定者数

の増加による地域密着型サービスの利用量の増加、地域密着型サービスや特別養護老人

ホーム等の整備計画及び過去の給付実績を踏まえて、第８期の３年間の総給付費を概算

で見込んだところ、第７期計画値の約 723億円から約８％増加し、第８期は約 778億円

となりました。 

 ※今後、令和 2年 10月 1日時点の高齢者人口を基準に、改めて将来人口推計及び要介護認定者

推計を行う外、直近のサービス利用状況や介護報酬改定等の影響を踏まえて精査していきま

す。 

 

 

  

注）金額は四捨五入により、億円単位にまとめているため、合計額が一致しない場合がある。 

 

 

 

 

億円

50億円

100億円

150億円

200億円

250億円

300億円

令和３年度 令和４年度 令和５年度

33億円 33億円 34億円

61億円 64億円 65億円

27億円 30億円 30億円

130億円 134億円 136億円
居宅サービス

施設サービス

地域密着型サービス

その他（その他保険給付＋地域支

援事業費）

図表 46 第８期の総給付費の見込み 

約 252億円 
約 260億円 

約 266億円 
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３．第８期の介護保険料基準額 

（１）第１号被保険者の負担率 

第１号被保険者の総給付費に対する負担率は、第１号被保険者と第２号被保険者の

人口比率によって決定します。第７期の第１号被保険者の負担率は 23％で、第８期

も引き続き 23％になることが予定されています。 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（２）保険料基準額 

   保険料基準額の算定にあたっての総給付費の見込みは、給付費の減少要因もあった

一方で、高齢化の進展に伴う高齢者数及び要介護認定者数の増加による地域密着型サ

ービスの利用量の増加、地域密着型サービスや特別養護老人ホーム等の施設開設によ

るサービスの充実が主な上昇の要因となり、概算で試算したところ、第７期計画値の

約 723億円から約８％増加し、第８期は約 778億円になる見込みです。 

   この総給付費見込額から、第８期の保険料を大まかに試算すると、7,300円程度に

なると見込まれます。最終的には、現時点において確定されていない要因等を勘案

し、保険料基準額を算定します。 

 

 

 

図表 47 介護保険の財源構成（居宅サービス） 

第７期及び第８期 

第1号

被保険
者

23.0%

第2号被

保険者
27.0%

新宿区
12.5%

東京都
12.5%

国
25.0%
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          ＜今後の保険料基準額に影響を与える主な要因＞ 

 

①介護報酬の改定 

    令和３年４月に介護報酬の改定が予定されています。 

    改定は、保険料の算定に影響を及ぼしますが、個々の介護サービスの単価をはじ

め、現在のところその内容については未定となっています。 

 

②介護給付準備基金の活用 

    第７期での保険料の剰余金は 16億円程度と見込まれ、この剰余金「介護給付準

備基金」は、第８期の保険料の抑制に使います。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．第８期の保険料段階 

 新宿区は、負担能力に応じた負担割合とする考え方に基づき、第７期では保険料段階

を 16段階とし、保険料段階をきめ細かく設定しています。 

  第８期においても、制度改正による低所得者の軽減割合の拡大を図りながら、引き続

き負担能力に応じた負担割合と多段階設定について検討し、安定的な財政運営を実施し

ていきます。 

  

※介護給付準備基金 

 介護保険料については、中期財政運営（3年間）を行うことにより、通

常、計画期間の初年度に剰余金が生じることが見込まれ、当該剰余金を財

源として２年度目または３年度目の給付費に充てることとなる。その際

の当該剰余金について、適切に管理する必要があるため、保険者はこの剰

余金を管理するための基金を設置するものとされている。 
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注）基本的に上記算定式にて保険料基準額（月額）を算定しますが、75 歳以上高齢者数の加入割合、所得段階別

加入割合、第１号被保険者の所得分布、予定保険料収納率、介護給付準備基金の取り崩しにより最終的に決定

します。 

 

 

  

保険料基準額 

第８期 

 第８期介護保険料基準額（月額）の試算 

 

  

◎総給付費    約 723億円（第 7期）       約 778億円（第８期） 

 

（※総給付費 ＝ 介護保険サービスにかかる保険給付費 + 地域支援事業費） 

 

《主な増加要因》 

   ■高齢化の進展に伴う要介護認定者数の増加 

   ■サービスの充実による利用量の増加 

   ・居宅サービス（訪問看護、通所介護、ショートステイ 等） 

・地域密着型サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護 等） 

   ・特別養護老人ホーム 

 

 

 
× ２３%（第 1号被保険者負担割合） 

 

    第１号被保険者数（第８期の 3年間の累計人数） 

÷12か月＝保険料基準額（月額）   

保険料概算額（素案時点） 

7，2００円程度 

○介護報酬の改定 等 

○介護給付準備基金等の活用 

第 7期 

保険料概算額（素案時点） 

７，3００円程度 

※現況で算定できる総給付費から導き出した保険料概算額に

なります。下記の要因による総給付費の変動が見込まれま

すので、今後改めて保険料基準額を決定します。 

 

《第１号被保険者の保険料基準額の算定方法》 

＜今後の影響要因＞ 

○介護報酬の改定 等 

○介護給付準備基金の活用 

《第８期の総給付費》 

第８期の総給付費 

《第８期の介護保険料基準額（月額）》 

保険料基準額 

6，2００円 
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５．令和７（2025）年、令和 22（2040）年のサービス水準等の推計 

  第８期介護保険事業計画の策定にあたっては、いわゆる団塊の世代が後期高齢者とな

る令和 7（2025）年、団塊ジュニア世代が 65歳以上となる令和 22（2040）年を見据え

て、中長期的な視野に立った施策の展開を図ることが必要であり、新宿区における令和

7（2025）年、令和 22（2040）年のサービス水準等を推計しますが、現在試算中です。 

  なお、国が試算する全国ベースの推計値についても現在推計中です。 

   

 

 

 

 令和 2年（2020）年 令和 7（2025）年 令和 22（2040）年 備考 

給付の総費用 約１２．４兆円 約２１兆円 
 

約２倍増 

保険料 ５，８６９円 
８，２００円程

度 

 約２，７００円

増 

 

 

  

図表 48 国が試算する令和７（2025）年、令和 22（2040）年のサービス水準等の推計（全国ベース） 

現在推計中 
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第６節 低所得者等への対応 

１．施設サービス及び短期入所サービスの負担額の軽減 

 施設サービスや短期入所サービスを利用する際の居住費（滞在費）・食費について、

住民税非課税世帯等の要件に該当する場合に、所得に応じた自己負担限度額を設け、低

所得者の負担軽減を図ります。 

 

２．高額介護（予防）サービス費 

 １か月に受けた介護保険サービスの世帯の利用者負担の合計額が所得等に応じた上限

額を超えた場合、その超えた額を高額介護（予防）サービス費として支給します。 

 

３．高額医療合算介護（予防）サービス費 

 医療保険及び介護保険の世帯の利用者負担の合計額が著しく高額になる場合に、１年

間の限度額を設け、その限度額を超えた場合、その超えた額を高額医療合算介護（予

防）サービス費として支給します。 

 

４．社会福祉法人、介護保険サービス提供事業者による利用者負担額軽減 

 生計が困難な方を対象に、登録された社会福祉法人等の提供する介護保険サービスの

利用者負担額等の軽減を行います。 

 

５．高齢者夫婦世帯等の居住費（滞在費）・食費の軽減 

 住民税課税世帯であっても、高齢の夫婦ふたり暮らし世帯などで、一方又は双方が介

護保険施設に入所した場合に、世帯員及び配偶者の合計所得金額と課税年金収入額の合

計から、施設入所にかかる費用を控除した額が 80万円以下であるなどの要件に該当す

る場合には、上記１の軽減を行います。 

 

６．旧措置入所者への対応 

介護保険制度の施行以前から介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所してい

た方（旧措置入所者）に、従前の費用徴収額を上回ることのないよう負担軽減措置を設

けています。 
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７．通所系サービスにおける食事費用助成 

 区の独自施策として、住民税非課税世帯の方を対象に、登録された区内通所系サービ

ス事業所を利用する場合、1日あたり 200円の食事費用を助成します。 

 

８．高額介護（予防）サービス費等の貸付 

 高額介護（予防）サービス費が支給されるまでの間や、償還払いの特定（介護予防）

福祉用具購入、（介護予防）住宅改修のサービス利用の際に生じる一時的な全額負担の

支払いが困難な場合に、保険給付されるまでの間、資金の貸し付けを行います。 

 

９．境界層該当者への対応 

 介護保険制度においては、介護保険料や施設サービス等の居住費・食費の自己負担限

度額、高額介護（予防）サービス費の利用者負担上限額について、本来適用されるべき

基準を適用すると生活保護を必要とするが、それよりも低い基準を適用すれば生活保護

を必要としない状態となる方（これを「境界層該当者」という）については、その低い

基準を適用とすることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


